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１【提出理由】

当社に対して提起されていた訴訟について、平成24年２月２日付で和解により解決いたしましたので、金融商品取

引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号および第12号の規定に基づき、

臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

（１）当該訴訟の提起があった日

平成23年３月24日

　

（２）当該訴訟を提起した者の概要

① 名　称　旭建設株式会社

 住　所　千葉県流山市十太夫６番地

 代表者　石田 和彦

② 氏　名　石田 和彦

 住　所　千葉県流山市

　

（３）当該訴訟の内容

当社が平成23年５月期第３四半期会計期間において引渡を受けた不動産(※)に関して、前売主らと売主との

売買契約における所有権移転につき、前売主らがその適法性に瑕疵があると主張し、平成23年３月24日付で前

売主らが売主および売主から引渡を受けた当社に対して所有権移転登記の抹消登記手続請求訴訟を提起いた

しました。

※売主がその前売主ら（＝元の所有者ら）より買い受けて当社に対して転売した不動産

　

（４）訴訟の解決があった年月日

平成24年２月２日

　

（５）当該訴訟の解決の内容

当社は、前売主らの請求につき、その内容の妥当性を精査し、訴訟対応を行ってまいりましたが、裁判の長期

化が業績に与える影響等を総合的に勘案した結果、早期解決の観点から、平成24年２月２日、前売主らと裁判所

上の和解により解決することで合意に至ったものです。

（和解内容の骨子）

① 前売主ら並びに売主および当社は、当該不動産につき、当社が所有権を有することを確認する。

② 売主および当社は前売主らに対し、連帯して、解決金として85百万円を支払う。

　

（６）当該事象の損益に与える影響額

本和解の成立に伴い、85百万円の解決金を平成24年５月期第３四半期会計期間において特別損失として計上

することといたしました。

　

 以　上
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